
 

令 和令 和令 和令 和 ６６６６ 年年年年 ６６６６ 月 愛 荘 町 議 会 定 例月 愛 荘 町 議 会 定 例月 愛 荘 町 議 会 定 例月 愛 荘 町 議 会 定 例 会会会会    

追 加 議 事 日追 加 議 事 日追 加 議 事 日追 加 議 事 日 程程程程                       令和６年６月２０日 午    時   分開議  追加日程第 １ 議案第３９号 契約の締結につき議決を求めることについて 追加日程第 ２ 議案第４０号 契約の締結につき議決を求めることについて 追加日程第 ３ 議案第４１号 契約の締結につき議決を求めることについて 追加日程第 ４ 議案第４２号 契約の締結につき議決を求めることについて 追加日程第 ５ 議案第４３号 財産の取得につき議決を求めることについて 追加日程第 ６ 議案第４４号 損害賠償の額を定めることについて 追加日程第 ７ 議案第４５号 令和６年度愛荘町一般会計補正予算（第３号）                （令和６年６月   日 午    時   分  ）    



 



議案第 ３９ 号   契約の締結につき議決を求めることについて    上記の議案を提出する。    令和６年６月２０日                            愛荘町長 有 村 国 知   
 契約の締結につき議決を求めることについて 
 次のように請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（平成１８年愛荘町条例第５２号）第２条の規定により、議決を求める。 
 記 
 １ 契約の目的   令和６年度 繰越工事第２号         秦荘中学校管理教室棟大規模改造その他工事  ２ 契約の方法   条件付一般競争入札  ３ 契約の金額   金 １６４,７５８,０００円  ４ 契約の相手方   住 所  滋賀県彦根市小泉町７８番地の２１ 氏 名  株式会社 伊藤組      代表取締役 奥田 秀 
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議案第 ４０ 号   契約の締結につき議決を求めることについて    上記の議案を提出する。    令和６年６月２０日                            愛荘町長 有 村 国 知   
 契約の締結につき議決を求めることについて 
  次のように変更請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（平成１８年愛荘町条例第５２号）第２条の規定により、議決を求める。 
 記 
 １ 契約の目的     令和５年度 工事第７号 愛荘町役場庁舎等リニューアル工事（給排水冷暖房工事） ２ 変更契約の金額 変更前の契約金額  ９２，７５２，０００円 変更後の契約金額  ９６，４５０，２００円 ３ 契約の相手方     住 所  滋賀県愛知郡愛荘町安孫子２４９番地        氏 名  株式会社 湖東工業所             代表取締役 上林 清作 
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議案第 ４１ 号   契約の締結につき議決を求めることについて    上記の議案を提出する。    令和６年６月２０日                            愛荘町長 有 村 国 知   
 契約の締結につき議決を求めることについて 
  次のように変更請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（平成１８年愛荘町条例第５２号）第２条の規定により、議決を求める。 
 記 
 １ 契約の目的     令和５年度 工事第８号 愛荘町役場庁舎等リニューアル工事（建築工事） ２ 変更契約の金額 変更前の契約金額  ４４７，３７０，０００円 変更後の契約金額  ４５７，５１０，９００円 ３ 契約の相手方     住 所  滋賀県蒲生郡日野町松尾五丁目１番地        氏 名  株式会社 奥田工務店             代表取締役 北川 昭市 
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議案第 ４２ 号   契約の締結につき議決を求めることについて    上記の議案を提出する。    令和６年６月２０日                            愛荘町長 有 村 国 知   
 契約の締結につき議決を求めることについて 
  次のように変更請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（平成１８年愛荘町条例第５２号）第２条の規定により、議決を求める。 
 記 
 １ 契約の目的     令和５年度 工事第９号 愛荘町役場庁舎等リニューアル工事（電気設備工事） ２ 変更契約の金額 変更前の契約金額  ９３，６２１，０００円 変更後の契約金額 １０８，７４７，１００円 ３ 契約の相手方     住 所  滋賀県草津市川原町１３２番地の４        氏 名  株式会社 中島電業所             代表取締役 中嶋 良典 
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議案第 ４３ 号 
 

 財産の取得につき議決を求めることについて 
 

 上記の議案を提出する。 
 令和６年６月２０日 
 愛荘町長 有 村 国 知 
 

 

 財産の取得につき議決を求めることについて 
  次のように財産を取得することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（平成１８年愛荘町条例第５２号）第３条の規定により、議決を求める。 
 

 記               １ 取得の目的    令和６年度                   愛荘町情報系端末等物品購入        ２ 取得の方法    随意契約        ３ 取得金額     金 １４，０７４，５００円        ４ 取得の相手方              住 所  滋賀県米原市米原西２３番地              氏 名  日本ソフト開発株式会社                   代表取締役社長 蒲生 仙治 
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議案第 ４４ 号   損害賠償の額を定めることについて    上記の議案を提出する。    令和６年６月２０日                            愛荘町長 有 村 国 知   
 損害賠償の額を定めることについて 
 損害を次のとおり賠償することについて地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第１３号の規定により議会の議決を求める。 
 

 １ 相手方 滋賀県愛知郡愛荘町川原８４２番地     西村 久昭 
 ２ 事故の概要 令和６年６月６日（木）１５時頃、集落内の道で公用車を切り返そうとしたところ、相手方家屋の雨どいに公用車の後部が衝突し、雨どいを固定する金具及び管に損傷が生じた。   ３ 損害賠償金     金 １２，８７０ 円 
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